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＜議決事項＞ 

 

計画部会の設置について 

 

 社会資本整備重点計画について調査審議するため、下記に

より審議会に計画部会を設置する。 

 

記 

 

１ 社会資本整備審議会令（平成１２年政令第２９９号）第

７条第１項の規定により、審議会に計画部会を置く。 

 

２ 計画部会は、社会資本整備重点計画法（平成１５年法律

第２０号）第４条の規定に基づき作成する社会資本整備重

点計画の案に関し必要な事項について調査審議する。 

 

 



（参考１）

社 会 資 本 整 備 審 議 会

計 画 部 会

公 共 用 地 分 科 会

産 業 分 科 会

住 宅 宅 地 分 科 会

都市計画・歴史的風土分科会

河 川 分 科 会

道 路 分 科 会

建 築 分 科 会



）２考参（

○
社
会
資
本
整
備
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
九
号

（
抄
）

）

（
部
会
）

第
七
条

審
議
会
及
び
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

審
議
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
等
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３

（
略
）

４

部
会
に
、
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

５

部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
、

６

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を

代
理
す
る
。

７

審
議
会
は
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

）
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
と
に
よ

。

り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
社
会
資
本
整
備
審
議
会
運
営
規
則
（
抄
）

（
部
会
）

第
九
条

審
議
会
又
は
分
科
会
は
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

会
長
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
分
科
会
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

）
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
調
査
審

。

議
事
項
を
部
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

部
会
の
議
決
は
、
会
長
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
分
科
会
）
の
議
決
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）



○
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
二
十
号

（
抄
）

）

（
重
点
計
画
）

第
四
条

主
務
大
臣
等
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
重
点
計
画
の
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
重
点
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

重
点
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

計
画
期
間
に
お
け
る
社
会
資
本
整
備
事
業
の
実
施
に
関
す
る
重
点
目
標

二

前
号
の
重
点
目
標
の
達
成
の
た
め
、
計
画
期
間
に
お
い
て
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
べ
き
社
会
資
本
整
備
事
業
の
概
要

三

地
域
住
民
等
の
理
解
と
協
力
の
確
保
、
事
業
相
互
間
の
連
携
の
確
保
、
既
存
の
社
会
資
本
の
有
効
活
用
、
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契

約
の
改
善
、
技
術
開
発
等
に
よ
る
費
用
の
縮
減
そ
の
他
社
会
資
本
整
備
事
業
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す

る
事
項

四

そ
の
他
社
会
資
本
整
備
事
業
の
重
点
的
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

４

主
務
大
臣
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
点
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
国
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

、

、

、

、

５

主
務
大
臣
等
は

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
点
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

あ
ら
か
じ
め

環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら

環
境
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

主
務
大
臣
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
点
計
画
の
案
（
第
二
条
第
二
項
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下
「
治

水
事
業
」
と
い
う

）
に
係
る
部
分
に
限
る

）
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
治
水
事
業
と
治
山
緊
急
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

。

。

律
第
二
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
治
山
事
業
と
の
総
合
性
を
確
保
す
る
た
め
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
治
山
事
業
七
箇
年

計
画
又
は
そ
の
変
更
の
案
と
の
調
整
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

主
務
大
臣
等
は
、
第
二
項
の
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
重
点
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

前
各
項
の
規
定
は
、
重
点
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


